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○地域の縁側づくりとは… 

社会教育の拠点である公⺠館を⼀部増築し、地域内で採れる農産物等を活用し、ヒトやコト 

との出会いを増やし、多世代の交流や地域コミュニティ組織の⽇常的な活動を通じた地域内の 

絆や支え合いの仕組みづくりを促進させるため「モノ」が⾏き交う場（ＤＯＭＡ）と「ヒト」 

や「コト」の出会いの場（ＥＮＧＡＷＡ）を整備することで、地域の魅⼒の最⼤化と持続可能 

な新しい地域コミュニティの先導的なモデルの創出を目指す。 

 

［参考］地⽅創⽣拠点整備交付⾦ 

 ⾃治体が実施するハード整備を⽀援する交付⾦。 

（国）平成 28年度第⼆次補正予算 
 

自治体の提案を内閣府が審査し、評価の高い順に選定。 

⇒県内では県と７市町の１２事業が採択 

              ［H29.2.3 内閣府決定］ 

輝く“ふくろい”まち・ひと・しごと創生会議 
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